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職務給と企業間賃金格差

赤 岡 功

I はじめに

最近では，かつてのごとく産業別交渉の確立の必要性が主張されることは少

なくなれむしろ企業別交渉や工場別交渉が積極的に評価される場合が多〈な

ってきた。たとえば，イギリスでは，賃金ドリフトの存在をとりあげて，職場

交渉の機能の強化が主張されているわ。 日本においても， 企業別組織，企業別

交渉は独占段階における 般性として説明される場合があるへ このような見

解は，現実に企業別特殊事情が存在することを指摘し，それにより企業別賃金

格差は不可遊であると考える。労働市場は企業別に分立しているのであり，そ

れゆえ，企業別交渉が最も有効な交渉単位となる。産業別統一交渉は実質的な

機能を十分果しえなくなるというのである。

しかし，現に存在する企業間賃金格差は必ずしも企業別交渉を決定づけるわ

けではないであろう。なぜならば，労働組合の運動を考慮に入れるならば，既

に存在する格差は不変のものではないからである。労働組合の政策は企業間賃

金格差の解消をはかり，事実，解消きれると正もある。その結果，産業別交渉

の有効性が維持されるであろう。そして， もし，産業別組合の成v:前に，組合

間の協力によってこのようなプロセスが進行するならば，横断賃金の達成は産

業別組合の成立を結果する。わが国で主張されてきた横断賃率論はこのような

過程を予想したものであろう o

o "ことえば次を参照のこと o H. A. Turner， Trado Un回 nSt-ructure“〆IdPuliC'Y， 1962; D. J 
Robert田 n，Factory Wρge Structures and Natianal Agreements， 1田0;S. W. Lerner， J. 
R. Cab1e and S. Gupta (eds.)， ~ゐ'rkshoþ lt匂g習 Determillatioll，1969. 

車 小池和男「日本の賃金交渉」昭和37:年.
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それゆえ，問題はまず，企業間賃金格差と労働組合の関係ということになる。

しかし，この点についても論者の見解は必ずしも一致しているわけではない。

企業別I賃金格差の解消ないし縮少に労働組合は重要な役割を果したと考える論

者も多いけれども，論者によっては組合の役割は必らずしも積極的に評価され

ていない。なせ、なら，もし企業毎に特殊な条件が存在するならば，企業間格差

は一応当然だと考えられるからであり，企業間格差の縮少は直接的にはこの個

別企業的特殊性の減少の結果だからである。

しかし， もし労働組合が企業毎の特殊事情を産業内で統一化しうるものであ

るならば，企業問賃金格差の解消は明らかに組合の機能によって達成しうるは

ずである。労働組合の機能を考慮するならば，個別企業ff，y侍殊性は所与と弔え

なければならないわけではない。事実，アメリカ鉄鋼業においては，第 2次大

戦中から戦後にかけて，労働組合は職務給化の過程で職務のあり方を産業内で

統 いそれにより企業問賃企格差をほぼ解消するのに成功したのである"

そこで，以下では，まず初めに労働組合と企業間賃金格差の関係についての

見解をみ，つぎに，実際に労働組合がどのようにこの問題に取り組んだかをア

メリカ鉄鋼業の職務給の導入過曜から考察することにじよう。

Il 労働組合と企業間賞金格差

労働組合の賃金に対する影響力一般についていえば，ダグラス (P.H. Douglas) 

以来，多くの論者は否定的であり，組合の影響力を認める論者は稀れである。

ロス(A.M. Ross)は最初ダグラスを批判して組合の影響力を高〈評価したが，

後に後退した。また，ソポヅカ (S.P_ Sobotka)は建設業について組合の力を肯

定しているが，カー (C_K町 r) によれば米国の建設業は特殊なケースであると

される。タンロ明プ(J-T_ Dunlop)やり ス (A_Re同等多くの論者は労働組

合り影響刀を一般に否定しにいるヘ

争 この場合は職務給による企業間賃金格差り解消であり，いわゆる横断賃率とは必らずしも同じで
はない内この点については後に (33-34へ ジ〕検討する.なお次を事照のこと。吉肘励「願締結
と横断賃率」昭和40年c
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Lかし，企業問賃金格差に対する労働組合の影響という点に問題を限定する

ならば， 組合の機能を積極的に評価する論者も多い。 たとえば， レイノノレズ

(L. G. Reynolds)は， 労働組合運動がない場合には同ーの生産物市場で同ーの

労働市場において操業している企業聞においてさえ，同ーの型の労働に対する

賃金率が巾広く分散するのが一般的であると指摘しているへまた， セノレツア

ー (G.Sel出りやピアソ:/ (F. C. P町田n)， カ など品企業間賃金格差の縮少

に労働組合が貢献したと判断しているヘ

しかし，企業間賃金格差の解消は単に労働組合の側だけに呈ましいわけでは

なし企業の側もそれを受け容れる余地のあることをレイノルズは指摘し亡い

る。すなわち，第 lに，産業|勾 Eの賃金率四均等化は低賃金企業の貨企を引き

上げ，労務費の企業問均等化をもたらすから高賃金企業にとっては望ましいこ

とである。第2に，労務費が企業開で異なると生産物市場での企業間競争の可

能性は大となるから，企業間賃金格差の解消は産業の安定化に役立つ九価格

リーダジップの安定化のためには賃金リーダジップの存在は好ましいことであ

るへそれゆえ， 企業は組合の企業間賃金格差解消の要求を受容することが可

能である。しかし，企業にとっては労務費の企業間均等化には異存はなくとも，

同一労働に対する同一賃金という形での賃金率の均等化は必要なわ行ではない。

~ それぞれ次を参照。 P.H. Doug1as， Real Wages in the United States， 1930; A. M. Ross， 
“The Influence of Unionism upon Earnings，" Qt叫河，"yゐurnal01、Economics，VoL LXII， 
No. 2， Feb. 1948; A. M. Ross and W. Goldner， "Forces A百ectingthe Interind回 tryWage 

Structure，" (Juar，担叩 JouTnalofEconomics. Vol. LXIV， No. 2， May 1950; S. P 仕 botka，
“Unioロ Infl.uenceon Wages，" JOUT7国 101、PoliticalE訟οnomy，Vo1. LXI， No. 2， April 1953; 
C. Kerr， "Wage Relationship，" in ]. T. Dunlop印式)， The TheOlでyof n:匂geDeter.皿 !na-
tion， 1964， p. 181. n. 1; J. T. Dunlop，“Productivity and Wage Structure，" m Income， 
Em〆'oymentand p，μblic Policy， 1948; A. Rees，“P国 tWar Wa酔 Deterrninationin the 
Basic Steel Industry，" American Economic Revieτu， Vol. XLI， No. 3， June 1951. 

'S) L G. Reynolds，“Wage Differences皿 LocalLabor Markets/' American &onomic 
Revierv， Vol. XXXVI， No. 2， June 1946 。G.Seltzer，“ Pattern Bargaining and the United Steelworke同 "Journal of Political &0 
nomy， Vo1. LIX， No. 4， Aug. 1951; F. C. Pierson， C.目前nunityWa，伊 Pa品目i1S， 1953， p. 
152; C. Kerr， o.ρcit.， p. 181 

カL.G. Reynolds，“The Impact of Collective Bargaining on the Wage Structure，" in J. 
T. Dunlop (ed.)， o.ρ cit.， pp. 204-205. 

~ C. Kerr， ot. cit.， p. 186 
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Lたがって，米国鉄鋼業では強力な労働組合の成立前にも賃金リーダーシップ

の頁行は存在していたが，賃半は同一企業内でさえ工場毎に大巾の格差が存在

していたりである九後にみるように賃率四企業間格差の解消には労働組合

の機能が必要なようである。

しかし，上の諾見解とは異なり，企業問賃金格差に対する労働組合の影響力

を積極的に評問しない論者もある。たとえば，タソロァプはス説のような

組合内政治から賃金の均等化を説明する見解乞混乱Lた説と Lて否定L'"う

賃金等高線 (WageContour)なる概念で説明しようと試みる問。 とれば，生産

物市場，必要な労働のあり方，慣習に関係する概念であり，同一等高線上の企

業は同ーの賃金引き上げを行なうという。この場合の労働のあり方は具体的に

は職務群 (jobclu闘のを意味するものであり，これは，技術，生産過程の管理

組織，慣習からぎまるとされる。したがって，たとえば基礎鉄鋼業は同一等高

線上にあるから賃金の均等化がみられると説明される。しかし，このときには

上の要因からわかるように労働組合の役劃は導入されていない。賃金構造の決

定には労働組合は基本的には関係しないと考えられているようである。しかし，

現実にはどうか，次にこの点について鉄鋼業を例としてみていく乙とにしよう。

III 米国鉄鋼業における職務給の導入

米国鉄鋼業では，労動組合は1919年り大ストライキの敗北後殆ど壊滅状態で

あった。しかし， NIRAの成立後， この産業にも産業別労働組合が結成され，

この組合は企業により組合化の防波堤として導入された会社組合を克服して，

194白守寸にの初めには強力な組織へと成長していた。しかし，企業は産業別組合

は承認Lても，産業別突渉は拒否し，企業別交渉に固執していた。 1941frの組

合の産業別実渉要求は企業により拒否された。そとで3 労働組合は雛型突渉に

9 次を参照し G.Seltzer， 0.悼 cit.，p. 322; L. G. Reynolds and C. H. Taft， The Evolutiol.ιQf 

Wage Structu町" 1956， pp. 45-46. 
1()) J. T. Dunlo:払“ TheTask of Contemporary Wage Theory，" in G 羽T.Taylor and F. C 
Pierson (eds.)， Ne'W  Concゆ，tsin Wage DeterJηm叫 wη，1957， p. 127 

10 品，id.， 凹 129-130



20 (18) 第108巻第Z号

よって企業別交渉を連結して産業別交渉と類似の効果を期待した問。 しかし，

この時，企業間賃金格差は大巾に存在しており，そのままでは産業別交渉化は

困難であった。組合は「産業を通じ℃り同様り労働には同ーの賃金」を要求し

て，企業問賃金格差の解消をはかった。鉄鋼業では，これは職務給化を通じて

行なわれた。以下でその過程をみていくことにしよう。

1930年代における大量生産産業の成長により，作業・製造過程は複雑となり，

職務は多様化した。そのため賃金構造は混乱し，工場内，工場聞の賃金構造の

合理的決定が必要となっていた、また， 1930年代後半の労働組合の急成長をみ

て，企業は団体交渉の下でも賃金構造に対する支配力を維持しようとした。そ

のため，経営者団体は 1E的手法等に頼h 職務給の採用と普及に努めた。事

実，一定規模での職務給の初期の導入は，大量生産産業で組合の発展した1935

年から，940年頃にみられる問。

鉄鋼業においては企業にとって職務給導入の必要性はさらに高かった。第 1

に， usスティーノレは，起源も異なり，賃率も異なる多数の会社を合併して成

立しておれまた，不断の技術進歩があれ賃金支払方法も多様であった。そ

のため，賃金構造は「ぞっとするほど」混乱していた凶。某企莱の幹部によれ

ば r賃率を決定する中央の部門はない。賃率は他の部門の賃率と無関係に各

部門の監督者が決める。従業員四賃率の基礎となるべき作業標準の決定につい

ても中央のコントロ ノレはないJ'町状態であった。それゆえ， 同 企業内でも

工場が兵なると同 の仕事に対しても賃金は異なっていた。工場間賃金格差。

程度は第 Z表に示したように， 50%から 100%も大巾であった。もちろん，こ

の場合，格差は部分的には工場開での仕事の違いや能率給の影響にもよる。し

l~ 会社組合の克聞過揮については止を毒照のこと。R.R. R Brooks. As Steel Goes， 1940;神
代和欣，アメリカにおける「企業別組合」の形成と崩壊， w季刊労働法』第27号，昭和田年3月，
奥林康司，従業員代表制1)(2)(3)，r桃山学院大学経済学論集」第10喜第4号，第11巻第2号，第3
号，昭和w年5月， 9月， 12月。また，産業別組合の成立については，赤岡功，企業と苦働市場，
「経時論書」第 103巻第6号，昭和44年6月，参照。

13) S. H Slicter， ]. J. Healy and E. R. Livernash， The 1mραct of Collective Bargaining; 
an M酎 wg日nent，1960， pp， 560-561 

l'Il J. St:eber， The Steellndl町 t叩 WageStructure， 1959， p. 3 
1.')) L. G. ReYnolds and C. H. Taft，。ρ cit..pp. 45-46 
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第 1表工場開賃金格差

平均時間稼得(ドル〕
職 名

ヨ品の工場|最低の工場|

Open hearth 

五日thelper 2.51 1.62 

third helper 1.49 0.92 

charging自oorCranCmfln 1.55 0.89 

stocker 1.18 0.81 

Rolling mill 

Soaking-pit craneman 2.04 1.14 

Soaking-pit heater ヌ目。 1.24 

Plate mill 

Rollet 3.85 2.03 

Marchant mill 

RoUer 5.05 2.31 

Maintenance 

Machinist， First class 1.49 0.97 

1945年，組合の ProdUCllonEngnieering and Rate Analysis 
Departmentの行なった調査〔基融鉄鋼業大手27工場が対象〉。
Reynolds and Taft，。ρ cit.，p. 46より。

かし，一般的に時間給で仕事の内容も標準化している Maintenanceの Machi-

nist (First Class)についても格差は55%であった。

そのため，賃金不公平に対する労働者の不満は大であった。 1937年の労働協

約においても賃金不公平は，相互の協定により，地方工場内で処理するととと

明記されていた>O)。 しかし， これでは問題の解決とはならず，労働者の不満は

増大した。コソラヅド・クーパ (Conrad Cooper，当時usスティール社の労使関

係担当の副社長補佐〕は|賃金不公平なる問題は主な論争領域となり，苦情，ス

ロ ダゥ γ，作業停止，ストライキ，その他の争点の全体の廷を占めるに至っ

たJと語つ亡し、る町。 また，労働組合は ζ の賃金不公平の存在を手閉して，組

l~ U. S. Department of Labor， Collective Bar富山n~Tl1!.一昨 the Steel lndustry:， 1961， p. 22-9 
1カ].Stieber，。ロ0.cit.， pp. 4-5 
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合員を獲得し，この産業に労働組合の必要な埋由として使った回。 それゆえ，

企業にとっ Cは何らかの万法 E企業内における賃金不公平を除去し，賃金構造

を合理化する ζ とが必要となっていた。

1941年のusステイ ル社でり協約において，職務評価や 1Eが提起され，

1942年の協約にしたがって，組合とusスティーノレ社とは質本の不公平を研究

し除去するための労使同数の合同委員会を設けた。会社側はこれ以前に職務評

価告Ijを一方的に導入しようとして失敗していたため，今回は組合の参加を求め

たのである。しかし，注意深しこの委員会の任務は会社内の公平な賃金構造を

確立する方式の決定に限られていた。しかし，組合は委員会にもっと広い機能

を期待していた。鉄鋼労働組合の会長，マレー (P.Murray)は全国労働委員会

の聴聞において，合同委員会は工場内だけの賃金不公平の研究をするためでは

なく，産業内の賃金不公平を研究するために創設されたのであると述べた。こ

れに対して， usスティーノレの労使関係担当重役，見テファ Y ス(J.Steph田，)

はこのマレーの見解を修正して，合同委員会は企業内の不公平のみを研究L，

産業規模の不公平は研究しないと述べた。同様の合同委員会はリバブリック，

ジョーンズ&ラフリン，ヤングスタウ Y鋼板・チューブ等の企莱でも設置され

7こ'"。

労使合同委員会においては，このような賃金不公平除去の範囲の対立の外に，

第2に不公平是正にともなう費用について，第3に除去の方法についても対立

していた。組合はこの段階では職務評価制それ自体に対しては，もはや実際上

反対しておらず，会社側の提案した職務評価の方式を拒否していたのである。

かくて， 6ヶ月の議論の後に受渉は決裂し，委員会は解散するにいたった。そ

れにともなって，安渉中には停止されていた賃金不公平に関する苦情が殺到し，

全苦情の大半を占めるようになった。多くの場合，作業停止も惹起した叱

1944年 1月27日，この問題は前年来の組合の24項目要求に含められて労働長

1$ Ibid.， p. 42; Reynolds & Taft，。ψ cit.，pp. 46-47 
19) J. Steiber， 0.ρ cit.， pp. 5:""6 
20) Ibui.， pp. 7-11 
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官によって戦時労働委員会 (NWLB)に持ち込まれた。戦時労働委員会は特別

のグノレ プを設けて，このケースについての事情を聴取させた。これより詞，

1942年にすでに組合は産業別交渉を要求して戦時労働委員会に拒否されていた

が， ζの時の交渉では組合は全産業を通じての同様の労働に対する同ーの賃金

を要求した。これに対して，会社側は鉄鋼ケ ス調査委員会 (86社が参加〕を設

置して戦時労働委員会に対する説明と相且ー聞の調整を行なったけれども， 乙の

機関が産業別交渉のためり団体と受取られないように注志した問。 また，不公

平除去の範囲につい亡は工場内に限る ζ ととし，工場開，企業聞に拡大するこ

とに反対した問。会社側は労働市場の分断を維持するために，第 1に産業別組

合の存在下において産業別実渉を拒否して企業別交渉に固執し，第 2に工場開，

企業間賃金率の格差を維持しようとしたのである。

1944年11月25日，戦時労働委員会の判定が出された。この判定は，第 lに組

合の「産業を通じての同種労働同一賃金」の要求を拒否し，第2に工場内部の

賃金不公平の是正は従業員 1人当り 1時間 5セ γ トで行なうことを指示し，第

3にその方法としては職務評価制度を実質上示唆していた。しかし，戦時労働

委員会は工場開での賃率の比較，調整を拒否していたけれども， X 3-(d)(5)に

おいて「特定の工場の職務間の適正な賃金率関係を決定する功けとして，会社

および組合は当該産業の比較すべき工場における賃金率関係を考慮することが

できる。この場合，当該産業の他の工場における賃金率関係の〔考慮は〕意義

がないとする主張は却けられるJと述べており，わずかに賃率の工場開比較の

みちが聞かれていたお〉。

この間に，経営者は， 1941年の労使合同委員会自失敗は，問題目 1E的処理

によるものではなし労働組合や労働者の理解白得られないような方式であっ

た乙とに原因がある，と考えていた。そこで，彼らは鉄鋼業における職務につい

20 U. S. Department of Labor，。ρ 口t.，Pp. 245-246 
2<:> lbid.， pp. 2胡 -249
23) Directive Order， NWLB， 1944 steel case， November 25， 1944 日本封働研究所編「新しい

労働協拘」昭和24午， 71-7上、 ジ。
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て情報の蓄積を必要とした。そして， 1943年，鉄鋼企業大手12社は cws(Coo 

perative Wage Study)を設置し， 各種の賃金不公平問題の共同研究機関と Lた。

cws は1944年 1月 l日から活動を開始し， 1944年11月の戦時労働委員会の判

定が出たときには会員企業の工場における賃金不公平是正のための体系的な手

続を完成しつつあった。そして， ζの判定後， cwsの12社は，他の判定対象

企業74社に対してcwsに参加することを要請し， 1947年までにp そり内白51

社が参加した。ベλ レヘム社の加入も ιの時であった明。

もちろん，多くの会社はcwsへの参加をためらった。なぜなら，会社は

般に労働市場。企業別分断を望み，ことに低賃金企業は賃率の均等化を避けた

く思うにもかかわらず， cwsでの共同作業ほ長期的には賃率の統一化をもた

らす恐れが大であったからである。しかし， この産業ではusλティーノレ社の

先導に従うという慣行があり汽それならば， 最初から参加して発言権を留保

した方がよいと判断したためか，多くの会社はcwsに参加した的。

さて， usステイ ノレ社では， 1944年の判定の後まもなくして組合との交渉

が開始された町。 しかし，ここで会社側の企業別労働市場維持の意図は明白で

あった。すなわち，会社側は賃金率のエ場開，企業間比較を組合により強制さ

れることを避けようとした。戦時労働委員会の判定X(3)-d(5)について，会社

側は前半のみを採用し，後半は強制力はないと考えようとした。さらに， X(3) 

在の「産業通じての胃iJ1重労働同一賃金の組合要求の否定」を取り入れておこ

うと Lた。これに対して，組合はX(3)-d(5)については全体の採用を主張して，

企業間貸率の均一化へのわずかに開かれた途を保っておこうとした問。 しかし，

2~ J. s辻ieber，0，ραt.， p. 26 
Z5; こり慣行は，価格リ ダ ジッヅの固におけるように，従わない企業に対するusステイ ル社
の対抗策の発動。可能性によって保障されているのかもしれない。価栢面でのusスティーノレ社の
このような力については次を参照の ζ と。 TNECMonogrnph No.. 13. 1941， pp. 232-248 

2申 U.S. Departrpent of Labor， o.ρ cit.， p. 249 
2の cwsは， この己主酵の各段階でインフ A マルな勧告と諮問の機関として'世剖を思した。 R

Tilove， Collective Bargaining in the Steel Inaustry， 1948，乱 21
2ffi なお， X3についていえば， 1946年のUSスティール社と組合とP協柏で，その全体が採用され
ることにな札工場開比較の可能性が残された.他社も殆どすべてがζれに追随した。日本労同研
究所編，前国吉.51J、ージ ;J. Stieber， o.ρ cit.， pp. 41 ~42 
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組合は職務評価については， usスティーノレ社の求めに応じて不公平是正計画

に参加し， また， 鉄鋼業労使の合同賃金不公平交渉委員会 (JointWage Rate 

Inequ町 NegotiatingCommittee)に協力した冊。

組合がこれに協カしたのは次の理由による。第1に，上場内での賃率不公平

の是正は産業 νへノレでの同種労働同 賃金達成のための第歩になると考えた

こと，第 2に，判定は事実上，附務評価制を示唆していたこと，第 3に，判定

がそうならば，会社側の一方的職務評価よ bも組合が参加Lた方がlよい1-，ま

た会社側に一定の譲歩がみられること。第4に， とれにより 5セントの賃上

げを得られることになっていたからである。さらに， 1945年以後についていえ

ば，組合はcws方式によって交渉すれば賃率の産業レベルでの均 化は達成

Lうると判断したと考えられる問。か〈て，支部の職務評価への強力な反対は

あったけれども，中央集権的傾向の強いこの組合は，職務評価に閲する合同委

員会にむしろ積極的に参加したのである。たとえば，組合は1946年のストライ

キにおいて会社との闘争時にもかかわらず，この計画のための交渉を続けて，

その熱意を示している叫。

交渉は続けられ，その結果，職務評価計画の各段階に対応する協約が次々に

成立していった。第 l段階においては， usλティール社が提出したcwsの

手引書について組合が問題を指摘し i基準職務」について協議が行なわれた。

組合は同種の職務名にもかかわらず格付けが工場によって異なる場合があるこ

とを問題とした。会社側はよの点については職務の内容が士場により異なるか

らだと説明した3へそしてP 職務評価の方法について 応の同意の後に，当時

2$ Ibid.， D 42 

3$ Ibid可 pp.10-11， 42， 72 
3J)吉村励民は，職務結 bについて それは「労働岨告の健全な機能麻卑下におごった」ときわる。
吉村励，前掲日書.58ベータ。しかし，哲働組合の「健全な機能」とは何かについて町問題を差置い
たとしても p ここでみたように労動組合は職務評価γかかわる合同計画にむLろ積極的に参加し
ていたと半雌百せぎるを得ない。u.S. Departrn四 tof Labor， op. cit.， p. 250 ; R. Tilove，“The 
Wage Rationalization PrOf.:~rmll io Unitf'rl Stat明 Stf'p.l，"Monthly Labor Review， Vol.. 64， 
Nα6. ]叩e1947 p_ 971 また，以下の交渉のプロセスから明らかなように，組合はこれに参加
し 交渉することによって企業問工場開で職務を統一しそれを基礎にじて宣車の企業間平準化
を達成した。標準賃率の確立が組合の機綿の一つであるとすれば (D.A. McCabe， The StaJι 
ard Rate in A叩 'eri同 nTro品目'lflns，1912を皐照).組合はその機能を果し?と考えられる.
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の世界最大の製鋼 貫工場，ゲーリー工場でマニュアルを適用し，見本職務に

ついて検討を行なヵた。この時組合はゲーリー工場での見本職務の記述と格付

けりコピーを地点レベルり各合同委員会に送ろうとしたが，会社側]はこれに反

対し，職務の工場開比較を避けようとした。しかし，組合の主張が通仇見本

職務のコピ は各地方の委員会に送付され，そ ζ での交渉の助けとなった。か

くて， usステ 1ール社では同種職務の格付吋の工場問統ーが達成された。コ

ピーはさらに他社の労使合同委員会にも長供され，鉄鋼業全体の職務の記述と

格付けの統 化に役立った。かくて，正式の協約が， 1945年10月23日に締結さ

れ，職務記述書，その格付け，標準時間賃率決定の原則が決めらわした。そして，

第 2の協定 (1946年4月15日〉においては，保全と修理とを特別の問題として扱

うことになった問。

第 3段階においては賃金不公平是正のコストが交渉され，各子会社の従業員

1人当り 1時間 3%セ γ トの基金の範闘内で12の地区毎にその地区内の全工場

で賃金スケーノレをできるかぎり均一化することになった。しかし，やがてこれ

の実施は困難であることが判明した。すなわち，第 1に，たとえば，カーネギ

・イリノイ，アメリカンシート&ワイでー，ナ γ ョナノレ・チュープの各子会

社は|日j 地区内に工場があったため，これら 3社の全部の工場で職務評価が完

了するまでは標準時間スケールを決定することはできなかった。第 Zに，これ

だけの基金では地区内に広範な格差を残すことは明白であった。第3に，地区

間についていえば，この方式ではピッツハ グ・シカヨ地区の賃金スケ ノレは

他の地区より低〈なる。しかし，この地区はusステイ ノレ社にとって最も重

要な地Fでおり， このような結果は会社にとって好ましくなかった。また，職

務の記述J 格付けが統一化されている段階においては，同 職級に対する地区

間格差の維持は組合や労働者の反対により困難であると考えた。ついに，会社

は賃率の均等化を地区内に限定する方式を諦めて， usステ 4ーノレ社全体での

3由 い〈つかの例について次を参照。 J.Stieber， o.ρ cit， pp 49--50 
3$ lbid.， pp. 51-53 
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均 化を考 えるにいたったへ交渉が基金について行なわれ， 1947年 1月13日，

第 4j段階の協定が成立し， (1)基金は従業員 l人当り 1時 間 5.18セント〔うち， 3 

%セントは遡求し亡支払われる〕とし， (2)ベース賃率を96)iセY ト， 1級から30級

の職級について，職級間格差を 3]，fセントとするスケーノレを決定した冊。

以上 4つり協約の結果はすべて1947年 4月22日に成立Lた基木協約に組み入

れられた。賃率についていえば，とのとき，へースが12Y，セ Y トヨ|雪上げられ，

職級間格差は 4セントに改められた。かくて，時間賃率は， 0-1級で1.09ドル，

l級あがるごとに 4屯 Y ト上積みし， 3日級で 2.25ドノレにいたる賃金スケーノレが

第2表賃金スケールの変化

l上開き 1壁君臨 l万戸;、Fi聖級間持

1947年 1月31日
セY ト セνト

1947 4， 1. 12.5 0.5 

1948 7_ 16.(1) 9.5 0.5 

1950_ 12 1 125 0.5 

1952 3， 1 12.5 0.5 

19日 6 12 8.5 

1954 7 1 5.0 

1955 7 l 11.5 0.5 

1956 8 3 7.5 0.3 

1957 7 1 7.0 02 

1958 7 1 7.0 0.2 

1960 12， 1 7.0 0.2 

1961_ 10 1 7_0 。1
(1) この時から等級は'"級から32級に増加された.
I'} こ四時以後ベースは 0-1-2級にされた。

ドル 吃 γ ト

0.9白日 3.5 

l倒的 4.0 

1.185 4.5 

UHO 5.0 

1435 5.5 

1.52由 5.5 

1.570 5.5 

1.685 6.0 

1.82(2) 6.3 

1.89 6.5 

1.96 6.7 

2.03 6.9 

2.10 7.0 

J Stleber， Op. cit.， p. 242， Table 17 (1958年まで);“The Basic Steel Com 
P山田 andSteel-workc日 Agreement，"Monthly Labor Review， Vol 
83， No. 2， Feb. 1960， p. 161;“Wage Chronology: United States Steel 
Corp.，" Mon品lyLabor Review， Vol. 88， No. 2， Feb. 1965， p白 180.

3~ このような時働者の不満の発生する可能匝，組合の圧力のほかにも.USステイ ル社としては
自社内の工場開，地方間格差の維持は必らずしも有叩リでない面もあった。なぜなら.usスティー
ル社内部で賃金格差が存在すると，他社はUSスティール社との格差を有利な形で維持することが
容易となるが， これはusステイ ル社には望まし〈ないからである。 R.Tilove，α佐出回

Bm若田ntngln島eelIndl叫巾， p. 23 
3曲 J.Stieber， 0ムロム pp.58-61 
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決定された軒。 その後の賃金スクールの変化は第 2表に示すごと〈である。

組合はusスティール社で得た結果を他社へも広げ，貸率。産業レベルでり

統 を達成しようとした。しかし， cws方式の採用に反対する企業もあったu

第 lに，合金と特殊鋼の主要生産者である某企業は，すでに NMAT方式を採

用しでおり，とれをcws方式に変更すること世拒んだ。この企業の組合支部

もcws方式に消極的であったつしかし，この企業では労使とも鉄鋼組合に説

得されてp 結局cws方式を採用した。第2に， usスティーノレ社の子会社，

ヴァージェア・ブリッジは独自の方式により工場内不公平を是正しようとした。

しかし，この場合は組合の圧力により cws方式に追随したへ

cws方式は鉄鋼業に広げられ， 1948年 3月で， 1944年鉄鋼ケ一見に含まれ

た86社中57社がcws方式を採用し，翌年，さらに 7社が加って，結局， 86社

中64社が採用した。かくて，イ y ラ γ ドとアームコを例外として，基礎鉄鋼業

主要企業はすべてが cws方式に従うことになった。さらに， cws方式は，

独立組合に組識され，鉄鋼労組の影響力の及ばないワイヤ一トン・スティーノレ

にまで波及した期o 195日年代後半には，生産および保全労働者の約90%に適用

されるにいたった問。

つぎに， cws採用企業内で職務の格付けの 致の程度(したがっセ貸率の

致の程度〉をみると， 第 3表に示すごとくである。 usスティーノレ社での見本

例D格付けと一致する程度は非常に高いu ことに BlastFurnace の Keeper.

Open Heathの Chargingmachine operator， Maintenanceの MachinistA 

は90%以上の一致度を示している。

しかし， cws方式を採用した企業のすべてが，完全に cws方式に従った

わけではない。大手企業のうちの 3社(ベスレヘム，:;./ョ γズ&ヲフリン， グレ

イト・レイクス〕は，マニュアノレにおける基準職務を完全に排除し，各社独自の

3$ Ibid.， pp. 62-63; R. Tilove， op 口't.， (:in J¥.岳nthlyLabur 1宅配Z目 L'.)， p. 970 
31) J. Stieber， op. cit.， pp. 74-75 
38) Ibid.， pp. 75-76 
3~ U. S. Department of Labor， ojう.cit.， p. 251 
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第 2表職務の格付けの一致の程度

(CWS採用企業と u.S スティール社との比較〕

町鵡 務 名
格れ白付数た喰け湖剖I格務南 U 見本s例スとアィ ル社の

付の級数けへの職叫~I数の1 級格付の差け付の2 級差け以数の上格

Coak works 
Conveyorman， coal 26 42 

Door machine oper 34 36 

Heater 32 34 

Warfman 33 35 

Blast furnace 

Cinder snapper 21 22 

Keeper fiO 50 

First helper-keeper's 51 53 
Stock unloader 45 67 

Open bearth 

Charging machine oper 60 64 

Stock yard craneman 54 60 

First helper 55 77* 

Slab， bloorn or billet mill 
Bottom maker (soak pit) 48 54 

Roller， bloom 47 59 

Scrapman-bille~ mill shear 28 32 

Guide setter 18 24 

Merchant皿il1

Charger 

Strander 

Rorl mil1 

Finisher 

Tube mill 

Cut-o旺 machine()per 

Maintenance 

Bricklaycr i¥.. 34(1】 41 

Machinist A 43(1) 43 

Roll turner 43(1) 46 

[1) 会社主主 Stieber は78としているが 77であろう。
(a) U. 5 スティール社の見本例自体が2つの鼠に格付きれる場合.
(b) u.sステイ ル社の見本伊J白#が 3つの級に格付される場合。
(0) U. 5 ステイ ル社の見本例自体が6つの級に格付される場合。

24(0) 

26 

22 

31 

13 

46 

34 

55 

60 

40 
76('ι) 

46(0) 

41(1ゆ

7 
16ω 

32 

42 

38 

(Il.)(b)(n)以外はu.s スティール社自且木倒は 1つの級に格付けされている

J. Stieber， op. cit.， p. 275 より。

16 2 
6 4 

11 1 

1 3 

4 5 

1 3 

14 5 

11 1 

4 。
14 6 。 1 

7 l 

15 2 

15 10 
5 3 

t示

4 

z 

3 

3 6 

1 。
4 4 
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基準職務を設けて安渉する tとを望んだ。たとえば，ベスレヘム・スティーノレ

社についてみれば，組合の要求に 4かかわらず，会社は cwsの基準職務を排

除して， u sスティーノレ社での格付けと自社の格付けとの関連を切断しておき，

それにより，組合との交渉を他社との関連なしに独自に行ないたいと望んだの

である叫。会社は企業別交渉の維持を期待したのである。さらに，賃金につい

ても，賃金スケーノレの工場問，企業問統一化は達成されたけれども，稼得につ

いてみれば，能率給等の影響があって工場開，企業間で違いがみられる。そこ

で，組合は稼得の企業問平準化を企画し，企業と交渉した。しかし，企業側の

反対にあって組合の計画は失敗したへ しかし，一方cws方式採用企業では

なくても，これに類似した職務評価制度をとっている企業も存在し，これらの

企業の職務を cwsみ式の見本職務と比べると，格付けや賃金率にかなりの一

致がみられるとし、う問。

かくて，鉄鋼業においては職務給の導入を通じて産業全体にわたって同種労

働同一賃金が達成された。そして，賃金引き上げ額の統性は雛型交渉により

確保きわていた。それゆえ，企業側!の企業別交渉維持の希望にもかかわらず，

事実上この産業の団体実渉は産業別交渉と異ならな〈なり，産業用j組合の下で

次第に産業別交渉が確立していった。

IV む す び

アメりカ鉄鋼業においては， 1940年代の初めには，企業による労働市場の企

業別分野?の維持のための会社組合を克服して強力な産業別労働組合が成立して

いた。しかし，この産業別労働組合は企業側の拒否にあって，産業別統一交渉

を持ちえず，企業別に交渉するしかなかった。そこで，組合は企業別に交渉し

ながらも産業別交渉に類似した効果を期待して雛型交渉を行なっていた。しか

し，雛主交渉で統一されるのは賃上げ額であって，この産業に広範に存在して

4申 JStieber， 0.ρ cit.， 'pp. 78-79 
40 1るid.， Chs. X. xr.を事照.
4$ lbid.. pp. 295-3日5
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いた工場開，企業問賃金格差そのものの解消はそのままでは期待しえない。組

合にとっては労働市場の統一を達成するには賃金の企業間格差の解消が必要で

あり，また， これが達成されることな〈しては産業別統一交渉は行ないえなか

った。なぜなら，かりに，産業別交渉を行なったとしても，大巾な企業間賃金

格差が存在してい ξときには，産業レベノレの協約の企業レベノレでの規制力には

限界があるからである。それゆえ，組合にとって企業間賃金格差の解消は不可

避の課題であった。組合はこの問題に取り組み，また，組織化においてもこれ

を利用した。

企業にと勺ても，この産業における賃金構造の乱れは大きな問題となってい

た。何らグ与の形で合理的賃金構造がなりれば，賃金苦情が多発し， λ トライキ

キサボタージ品の原因となった。そこで，企業はこの問題を IE的手法とくに

職務給によって工場内賃金不公平の問題を解決しようとした。なぜなら，職務

評価制は，技術進歩の結果と Lての新嚇務や職務の変化に対して賃金率の決定

を一定の基準によって行なうために，技術変化に対する弾力性を増すと主がで

きる L，またこれに土札賃金不公平を是医すると，労働者の苦情が解決され，

組合がこの問題を組織化に利用するのを封ずることができるからである。また，

これを企業毎，工場毎に行なうことにより，企業別，工場別の特殊事情をその

ままに維持でき，企業別，工場別の労働市場の維持がはかれるからである勺

そこで，職務評価が行なわれ， cws方式が形成され， これを基礎にし亡組

合と企業の交渉が開始された。まず， usスティーノレ社での交渉において，企

業側は各計画を工場毎に実施し，工場別分断を維持しようとしたが，組合の主

張により不公平是正は企業全体を範囲とすることになった。さらに，労働市場

の統ーを目的とする組合は， cws方式の基準職務およびusスティーノレ社で

の見本職務の記述と格付けのコピーを各社の労使合同委員会に送付して，会社

閣での職務の統ーをはかることに努めた。会社は組合のこの政策に反対したが，

結局組合の主張を認めた。さらに，鉄鋼労組の国際執行委員会はusλティー

ノレ社でりマニュアノレを産業全体に広げる ιとに決定し，職務り記述，格付け，
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賃率の均一化を達成しようと努力した。

会社側にしても，労務費の産業内均等化は受容の可能性があった。 usステ

ィーノレ社にとっては労務費が企業問で均等であることは望ましいことであろう。

一方，他の企業にとっては，労務費がusスティーノレ社より低いことを望むで

あろうげれども，労務費の企業間格差の存在はこの産業に競争を持ち込む可能

性を高める。ところが，この産業では，企業間競争の激化は各社にとって不利

であることを，すでに， usスティーノレ成立時までに経験しており， usステ

ィーノレ成立後は ζのリーダーの指導に従う有利さを学んでいた。 usスティー

ノレ社はその創立以来，そ白先導に従う企業に利益主保証し亡きたのである。ま

た，いわゆるガリパー型寡占の鉄鋼業においては他の企業にとってはusステ

イ ノレの先導に服しない自由は限られていたことにもよるりであろう，この産

業では価格先導制の慣行があった。さらに，価格先導制の強固さを保証するも

のとして，賃金リーダ シップが存在L，USスティーノレ社がここでもリーダ

ーシップをとっていた刷。 したがって，鉄鋼業においては企業間賃金格差の解

消は，それが企業聞の労務費の均等化を意味する範囲内で，企業側から受容さ

れる可能性があったといえる。

しかし， この場合，企業側にとって労務費，あるいはその上昇の程度の均等

化は受容できるにしても，賃金率についていえば，その企業開格差，その基礎

にある仕事の企業毎の相違は企業にとって望ましいであろう。なぜなら，仕事

の企業聞の相違により，労働市場の企業別分断は維持でき，企業毎の特殊性を

生かすことができるからである。しかし，組合は労働市場の統ーを実現しな〈

ては強力たりえないから，同一労働同一賃金を要求して，産業範囲で労働市場

を統一しようとする。そのため，鉄鋼業の組合は職務評価を認めて，それに参

加して，職務記述と格付けの統ーをまず企画したのである。かくて，職務が企

業間，工場開己統ーされた。つぎに，職務が統ーされると，労働市場は事実上，

その範囲で統ーされているりであり，企業にとっても異なる賃率を支払うのは

43) G. Seltzer， 。ρ 口引t.，pp. 322-323 
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困難となるべ職務の統ーは賃率OJ統一を結果したD そし C，乙の産業内では

同 の職務毎に同-rJ)賃率が支配ずるようになった。 ζのような条件を基礎に

して雛型交渉が続けられると， もはやζれは事実上の産業別交渉となる。かく

Lて，次第に産業別交渉が確立していったのである。

Lたがって，ある一定の段階において現実に賃金率が企業問で異な 4 ていた

り，仕事の内容が企業間で違っているにしても，それは必ずしも企業別突渉を

必然的ならしめるわけではないであろう。職務の分け方について労働組合は一

定の関与が可能であれ組合の運動のあり方によっては企業毎の特殊事情につ

いても産業内での統ーがある程度可能であろう。そして，組合は仕事の分け方

について企業問で統ーをはかる ζ とにより，企業問賃金格差を解消ないし縮少

することもある程度可能である。そして，達成された同一労働同一賃金を前提

として産業別交渉を行なうことができるようになる。以上でみてきたように，

広範な企業間賃金格差の存在下で企業別交渉が行なわれていた米国鉄鋼業にお

いて，組合は職務の企業問統ーを通じて賃金率の企業悶統 を達成し，その結

果，産業別交渉を成立させていったのである。企業別特殊性は技術必然性とは

必ずしもいえず，したがって，企業別交渉も決して技術必然的なわけではな L、。

労使関係を考慮、に入れるならば，現伝の企業別特殊性，企業別賃金箱差は不変

のものではなし労使関係のあり方により変化するものであろう。鉄鋼業にお

ける企業間賃金格差の解消は明らかに組合の政策によるものであり，ダンロヅ

ずのように組合の役割を消極的に評価するのは適当ではないであろう。もとよ

り賃金を決定するのは労働市場であるu しかし，賃金を決定する労働市場自体

が労使関係のあり方により形成さわ，変動する F考えられるからである。

最後に，アメリカ鉄鋼業における賃金の企業間平準化は職務給化を通じて達

成されたことを問題としておかなければならない。なぜなら，アメリカ鉄鋼労

，~職務名，職務の格何汁を統ーしたことにより，それまで隠されていた工場開，企業閣賃金格差が
明確に知られるようにたる。そして，明白に格差が存在していると労働者はこれに不平を抱く。そ
れゆえ，職務の統一は質平の平準化を結果することになる。L..Reynolds and C. H. Taft， (J.ρ 
cit.， p. 52 
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働組合は， これを「同種労働同一賃金」の達成と称してはいるほれども，わが

函における論者は職務給と横断賃金とを明確に区別しているからである。たと

えば，吉村励民は「職務給の依拠するという同 労働・同一賃金の原則は，ほ

んらいり同 労働ー同一賃金原則の歪曲形態である」とされ，その理由は，

「労働」とは「一定の職種が要求する社会的にきま司た客観的熟練度である」

のに対して i職位=職務正は，経営管理=労務管理の体系内で把握された仕

事，もし〈は仕事群であって，主観的要因をはらむ」のでありヲ労働と職務と

は異なるからであるとされるへ しかし，仕事の客観性という点からいえば，

鉄鋼業では，すでにみてきたように，職務記述，格付けが企業開で統一されて

おり，一定の客観性が保たれていると考えられる。したがって，仕事の主観性，

企業的性格という点からだけみるならば，鉄鋼業のケースは「ほんらいの同一

労働同一賃金の歪胡形態」と単純に規定するわけにはいかないであろう D 重要

なのは，職務は企業的で労働は客観的であるとする規定ではなくて，企業はい

ずれにせよ仕事の細分化を企業的にすすめて労働市場を企業別化しようとする

ことであり， ζれに対して労働組合は仕事を企業問で統一し，これに同ーの賃

金を要求するということであると考えられる。鉄鋼業のケー λにおいては，仕

事の企業的分割と編成主，企業は職務給化により果そうとしたのであるが，労

働組合は職務評価に参加して職務の企業問での統ーを達成し，企業問賃金格差

を解消して，労働市場の統ーを達成したのである。

4~ 吉村励，前掲書，はしがき， 2ベータ，第2草注 5，52ぺ 三人


